






［４］あかしの水道

ケータイでも
パソコンでも
24時間OK！

明石市の水道料金は高いの？安いの？

●請求額が３万円を超える場合は、クレジットカードでのお支払いはで
きません。この場合は、納入通知書を郵送しますので、お近くの金
融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。

●水道部から領収書は発行しませんので、カード会社が発行する利用明
細書にてご確認ください。

●検針票又は納入通知書に、手続きに必要な「補助番号」の記載がない
場合は、お問い合わせください。 

　水道料金は、その都市の水源
や地理的条件、人口や事業コス
トなどによって料金の設定が異
なります。
　水道を１か月で20㎥使用した
場合、明石市は近隣市町と比べ
ても比較的安い料金になってい
ます。 （平成23年４月現在）

詳しい内容については、水道部ホームページに掲載しています。

営業課 業務係 ☎０７８－９１８－５０４３クレジットカードでのお支払い、水道料金に関するお問い合わせは

工務課 ☎０７８－９１８－５０６６●平日８：55～17：40
お問い合わせは

●上記以外の夜間・休日は

　水道部ではお客様からのご要望の多い、水道料金・下水道使用
料のクレジットカードによる継続支払いの取扱いを開始します。
　お申込みは平成24年１月５日正午から、パソコンか携帯電話で
「Yahoo！ 公金支払い」のサイトにアクセスして手続きしてください。
　窓口でクレジットカードを提示してお支払いいただく方法では
ありません。
※水道部等の窓口での申し込みはできません。申込画面に表示されている注意事項を
熟読され、ご了解の上、ご自身の判断と責任において申込手続きをしてください。

※用途が一般用でメーター口径が25mm以下のお客様が対象です。

クレジットカードでのお支払いが
可能になります

インターネットで
平成24年１月５日（木）
正午から受付開始

準備するもの

パソコンから

携帯電話から

パソコンから

携帯電話から

URLを直接入力
または
「公金支払い！」で検索
※明石市水道部ホームページからもアクセスできます

http://koukin.yahoo.co.jp/

カメラ付き携帯電話で
QRコードを取り込む

ご利用可能なクレジットカード

アクセス方法

ご注意

上記のブランドロゴが入ったカードがご利用いただけます

URL

URLを直接入力
または
ＱＲコードを取り込む

…調査地域

http://koukin.mobile.yahoo.co.jp/URL

公金支払い！ 検  索

水道使用水量等の
お知らせ（検針票）
又は、納入通知書

●近隣市町との料金比較（メーター口径20㎜、１か月使用水量20㎥・税別）

●新旧料金比較（従量料金・税別）

100㎥を超え
　　5,000㎥以下

5,000㎥を超える分

１㎥あたりの単価

現 行 改定後

291円 274円
291円

水道管の漏水調査にご協力をお願いします水道管の漏水調査にご協力をお願いします

※基本料金及び２か月の使用水量が100㎥以
下の従量料金については変更ありません

水道使用量（２か月分）

水道サービスセンター ☎０７８－９２８－６３８５

＋

水道料金

水道料金の一部を改定します
　明石市の水道料金は、基本料金と、使用水量が
増えるに従って料金が高くなる従量料金を採用し
ています。このたび、県から受水している水道水
の供給単価が値下げされ、今後の受水費負担の
軽減が見込まれることから、最高単価が適用され
ていた従量料金のうち、２か月の使用水量100㎥
超5,000㎥以下の部分について、平成23年12月１
日ご使用分から右記のとおり改定しました。

漏水探知機

音聴棒

夜間調査時 昼間調査時

明石市水道部腕章明石市水道部腕章

身分証明証

身分証明証

0円

2,000円

3,000円

2,500円

1,500円

姫
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2,000円

2,330円 2,360円 2,400円 2,500円 2,550円
2,310円

e-mail：meisuiso@city.akashi.lg.jp

　水道部では、貴重な水資源の有効利用及び道路陥没等二次災害の防止を目的として、
水道管の漏水調査を定期的に実施しています。この調査は、道路下に埋められた水道
管からの漏水を発見するもので、場合によっては宅地内の水道メーターまで立入らせ
ていただくことがあります。なお、道路上については夜間も調査を行います。
　調査には、水道部の委託を受けた調査会社の社員があたり、水道部貸与の腕章及び
写真入の身分証明書を携帯しておりますので、ご不審の際には、身分証明書をご確認
いただくか、水道部工務課
までご連絡下さい。なお、
この調査で料金をご請求す
ることはありません。
　調査時期、調査区域等の
詳細は、明石市水道部の
ホームページ又は水道部工
務課までお問合せ下さい。

●調査期間　平成23年12月上旬～平成24年２月下旬
●調査委託会社　フジ地中情報 株式会社
●調査地域　相生町、明石公園、旭が丘、上ノ丸、王子、

大明石町、鍛治屋町、川崎町、貴崎、北王子、
小久保（全域）、材木町、茶園場町、桜町、沢野、新明町、
硯町、大観町、太寺、太寺大野町、太寺天王町、大道町、
鷹匠町、立石、田町、樽屋町、天文町、鳥羽、中崎、
　　　　　　　  西明石北町、西明石町、西明石西町、
　　　　　　　　　　　　　　　　西明石東町、西新町、
　　　　　　　　　　　　　　　　 西明石南町、野々上、
　　　　　　　　　　　　　　　　林、林崎町、東仲ノ町、
　　　　　　　　　　　　　　　　 東藤江、人丸町、
日富美町、　　　　　　　　　　　　  船上町、別所町、
本町、松江、　　　　　　　　　　　　松の内、岬町、
港町、南王子町、
南貴崎町、宮の上、明南町、
山下町、和坂、和坂稲荷町


